
たつの市の人事行政の 
状況をお知らせします 
たつの市の人事行政の 
状況をお知らせします 

　たつの市職員の給与や勤務条件など人事行政の運営等の状況は、次のとおりです。 

1 総括 

2 職員の平均給料月額、初任給等の状況 

（1）人件費の状況（普通会計決算） 
区　分 

２０年度 

（4）給与改定の状況 

（1）職員の平均年齢及び平均給料 
　　月額の状況（２１年４月１日現在） 

（3）職員の経験年数別・学歴別標準給料月額の状況（２１年４月１日現在） 

区　分 給与改定率 (参考)国の改定率 

２０年度 － － 

８１,３４５人 ３１,８３０,１４６千円 ４３０,４９１千円 ６,４１９,７９０千円 ２０.２％ ２０.９％ 
歳 出 額 Ａ 実 質 収 支 人 件 費 Ｂ (参考)１９年度の人件費率 人件費率Ｂ／Ａ 住民基本台帳人口(２０年度末)

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） 

（3）ラスパイレス指数の状況（平成２１年４月１日現在） ９７．１ 

区　分 

２０年度 
（注）１ 職員手当に、退職手当を含まない。 
　　２ 職員数は、平成２１年４月１日現在の人数である。 

（注）ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。 

（注）「年間支給月数」は、期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。 

（注）「平均給料月額」とは、２１年４月１日現在における職種ごと 
　　の職員の給料月額の平均である。 

（注）１ たつの市職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職 
　　　員数である。 
        ２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名である。 

①月例給 

６８２人 ２,７３２,８１７千円 ４０１,４２７千円 １,１６０,５０４千円 ４,２９４,７４８千円 ６,２９７千円 

給　　　　　与　　　　　費 

給　　料 職員手当 期末･勤勉手当 
一人当たり 
給与費 B／A

６,３７６千円 

(参考)類似団体平均 
一人当たり給与費 計 Ｂ 

職 員 数 Ａ 

職　種 平 均 年 齢 平均給料月額 

行　政　職 
技能労務職 
教　育　職 
医療職（１） 
医療職（２） 
医療職（３） 

４４．２歳 
４７．８歳 
４２．５歳 
４３．５歳 
３９．２歳 
３７．８歳 

３４２,７２１円 
２９７,３０３円 
３３３,１１４円 
４８４,１００円 
２９７,４１３円 
２８２,９３６円 

3 行政職の級別職員数等の状況 
（1）行政職の級別職員数の状況（２１年４月１日現在） 
区　分 標準的な職務内容 職員数 構成比 

７　級 
６　級 
５　級 
４　級 

部長 
部長、参事、課長 
課長、主幹 
課長補佐、副主幹 

１３人 
５３人 
８５人 
２１６人 

２．０％ 
８．１％ 
１２．９％ 
３２．９％ 

３　級 
２　級 
１　級 

係長、主査 
主事、技師 
主事、技師、主事補、技師補 

２２０人 
  ４０人 
  ３０人 

３３．５％ 
  ６．１％ 
  ４．５％ 

区　　　　　分 経験年数１０年 

行　政　職 
２５８,６００円 
２１２,７００円 

経験年数１５年 

２９６,０００円 
２５８,６００円 

経験年数２０年 

３５０,９００円 
２９６,０００円 

大　学　卒 
高　校　卒 

（2）職員の初任給の状況（２１年４月１日現在） 
区　　　分 たつの市 国 

行　政　職  
技能労務職 

教　育　職  

医療職（１）  
 

医療職（２） 
 
 

医療職（３） 

１７８,８００円 
１４４,５００円 
１４６,７００円 
１８６,４００円 
１６４,５００円 
３６１,３００円 
３２３,４００円 
１９０,９００円 
１８４,５００円 
１７８,２００円 
２０９,８００円 
２０３,９００円 
１９８,３００円 
１６４,８００円 

１７２,２００円 
１４０,１００円 
１３７,２００円 
　　－円 
　　－円 

３２３,６００円 
２３７,７００円 
１７８,２００円 
１６７,０００円 
１５６,０００円 
２０１,１００円 
１８８,９００円 
１８０,５００円 
１５３,３００円 

区　分 年間支給月数 (参考)国の年間支給月数 

２０年度 ４.５月 ４.５月 

②特別給 

大 　 学 　 卒  
高 　 校 　 卒  
高 校 卒（ 労 務 ） 
大 　 学 　 卒  
短 　 大 　 卒  
博 士 課 程 修 了  
医 　 大 　 卒  
大 　 学 　 卒  
短 大 卒 ３ 年  
短 大 卒 ２ 年  
看 護 師（ 大 学 卒 ） 
看護師（短大卒３年） 
看護師（短大卒２年） 
准 看 護 師  
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（注１） 技能労務職、医療職（１）は、５５歳を５７歳と読み替えます。 

（注） １ 支給実績及び職員全体に占める手当支給職員の割合は、一般会計職員に係るものである。 
　　  ２ 宿舎、水道、消防、病院に係る特殊勤務手当を省略する。 

（注） 時間外勤務手当の中に、休日勤務手当を含む。 

（注） 異同欄は、国の制度との異同を示す。 

（2）昇給への勤務成績の反映状況（基準日：２１年１月１日） 

勤務成績 

昇給の号数 

５５歳以下の 
職員 

５５歳を超える 
職員（注１） 

極めて良好である職員 
特に良好である職員 

A 
B

８号給 
６号給 

４号給 
３号給 

昇給 
区分 

良好である職員 
やや良好でない職員 
良好でない職員 

C 
D 
E

４号給 
２号給 
０号給 

２号給 
１号給 
０号給 

4 職員の手当の状況 
（1）期末手当・勤勉手当 

たつの市 国 

１人当たり平均支給額 
(２０年度)１，７０２千円 － 

（２０年度支給割合） 
期末手当　勤勉手当 
３．００月分　１．５０月分 

２０年度支給割合） 
期末手当　勤勉手当 
３．００月分　１．５０月分 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の 
級等による加算措置 

（加算措置の状況） 
職制上の段階、職務の 
級等による加算措置 

（3）特殊勤務手当（２１年４月１日現在） 

（4）時間外勤務手当 

支給実績（２０年度決算） 
職員全体に占める手当支給職員の割合（２０年度） 
手当の種類（手当数） 

手当の名称 主な支給対象業務  左記職員に対する支給単価 
感染症防疫作業手当 
行旅死病人手当 

清掃作業手当 
 動物死体処理手当 
 
葬祭手当 
 
下水処理手当 
精神障害者取扱手当 
保護調査手当 

感染症患者の収容又は患家の消毒等に従事する者 
行旅死病人の移送、埋葬等に従事する者 

清掃作業に従事する者  
動物死体の収集作業に従事する者 
 
葬祭用具取扱作業に従事する者 
 
下水処理施設に勤務し、清掃作業等に従事する者 
特殊な精神病者の収容、移送等に従事した者 
保護の調査又は査察指導のため訪問した者 

８，５５２千円 
２０．６％ 
２６手当 

 
 日額290円 

 行旅死病人１件１人2,000円 
 収集業務１日300円 

 センター勤務者１日300円 
 １件1,000円 

 遺体運搬１体400円 
 飾り付け業務１体300円 

 老人ホーム入所者遺体納棺１体1,000円 
 日額200円 
 １件1,000円 
 １件150円 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された退 
　　  職手当の平均額である。 

（2）退職手当（２１年４月１日現在） 
たつの市 国 

（支給率）　　  自己都合　 勧奨・定年 
勤続２０年　　２３.５０月分　３０.５５月分 
勤続２５年　　３３.５０月分　４１.３４月分 
勤続３５年　　４７.５０月分　５９.２８月分 
最高限度額　 ５９.２８月分　５９.２８月分 
１人当たり平均支給額   ４,５５７千円　 ２１,８７０千円 
その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置２～２０%

（支給率）　　 自己都合　 勧奨・定年 
勤続２０年　　２３.５０月分　３０.５５月分 
勤続２５年　　３３.５０月分　４１.３４月分 
勤続３５年　　４７.５０月分　５９.２８月分 
最高限度額　 ５９.２８月分　５９.２８月分 
 
その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置２～２０%

支給実績（２０年度決算） 

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 
１２５，２５１千円 

１８４千円 

（5）管理職手当 
支給実績（２０年度決算） 

職員１人当たり平均支給年額（２０年度決算） 
７３，８５６千円 
５６４千円 

（6）その他の手当（２１年４月１日現在） 
手当名 内容及び支給単価 異同 国の制度と異なる内容 支給実績（２０年度決算） 

（１）配偶者　　　　　　　　　　　　　　　   １３,０００円 
（２）配偶者以外の扶養親族　　　　　　　　　  ６,５００円 
＊満１６歳から満２２歳までは、各５,０００円加算 
自宅居住者 
世帯主に限り月額３,０００円 
借家居住者 
月額１２,０００円を超える家賃の場合、２７,０００円を限度に支給 
交通機関利用者 
実費支給（限度額５５,０００円） 
交通用具利用者 
通勤距離により２,０００円～２４,５００円 

 
扶養手当 
 
 

住居手当 
 
 
 

通勤手当 

 
同 
 

異 
 
同 
 
同 
 
同 

 
９６，０８１千円 
 
 

３３，４５５千円 
 
 
 

４０，０３８千円 

国　新築・購入５年間 
２,５００円 
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（注）１ 職員数は、一般職に属する職員数である。 
　　 ２ 定員管理調査による区分とし、揖龍地区農業共済事務組合及び播磨 
　　　高原広域事務組合派遣職員を除く。 
　　 ３ ［　　］内は、条例定数の合計である。 

（注）医療職を除く。以下、②、③同じ 

（注）給与実態調査による区分とし、教育長を除く。 

5 特別職の報酬等の状況 

6 職員数の状況 

（２１年４月１日現在） 

区　　　　分 給　　料　　月　　額　　等 

給料  
 
報酬 
 
期末 
手当 

退職 
手当 

市　　　　　長 
副　　市　　長 
議　　　　　長 
副　　議　　長 
議　　　　　員 
市長・副市長 
議長・副議長・議員 

市　　　　　長 
副　　市　　長 

９６５，０００円 
８００，０００円 
５２４，０００円 
４４８，０００円 
４０４，０００円 
（２０年度支給割合）４．４５月分 
（２０年度支給割合）４．４５月分  
（算定方式）    　　　　　            　　　　　   （支給時期） 
給料月額×４１/１００×在職月数(４８月上限)　　退職日から１ケ月以内 
給料月額×２５/１００×在職月数(４８月上限)　　退職日から１ケ月以内 

（1）部門別職員数の状況（各年４月１日現在） 

7 職員の勤務時間その他勤務条件及び服務の状況 
（1）一般職員の勤務時間の状況 

職　員　数 対前年 
増減数 平成２０年 平成２１年 

区　分 
部　門 

議会 
総務 
税務 
民生 
衛生 
農林水産 
商工 
土木 
小計 

６ 
１０９ 
３７ 
１１３ 
５９ 
４１ 
１１ 
７２ 
４４８ 

６ 
１０８ 
３５ 
９９ 
５８ 
３９ 
１１ 
７０ 
４２６ 

０ 
△ １ 
△ ２ 
△１４ 
△ １ 
△ ２ 
０ 

△ ２ 
△２２ 

一般行政 
部　　門 

１週間の正規の勤務時間 

３８時間４５分 
開始時間 

８時３０分 
終了時間 

１７時１５分 
休憩時間 

１２時００分～１３時００分 

（2）年齢別職員構成の状況（２１年４月１日現在） 

区　分 
 

職員数 

２０歳 
未満 
１人 

２０歳 
～２３歳 
２２人 

２４歳 
～２７歳 
５５人 

２８歳 
～３１歳 
７９人 

３２歳 
～３５歳 
９８人 

３６歳 
～３９歳 
１２２人 

４０歳 
～４３歳 
１０４人 

４４歳 
～４７歳 
９３人 

４８歳 
～５１歳 
１０５人 

５２歳 
～５５歳 
１２４人 

５６歳 
～５９歳 
１０６人 

６０歳 
以上 
１人 

計 
 

９１０人 

教育 
消防 
 小　計 
病院 
水道 
下水道 
その他 
 小　計 

１３８ 
１２４ 
２６２ 
１５０ 
２７ 
２３ 
４５ 
２４５ 
９５５ 

［１，０７３］ 

１３２ 
１２５ 
２５７ 
１４０ 
２３ 
２１ 
４４ 
２２８ 
９１１ 

［１，０７３］ 

△ ６ 
１ 

△ ５ 
△１０ 
△ ４ 
△ ２ 
△ １ 
△１７ 
△４４ 

特別行政 
部　　門 

合　　計 

公営企業 
等  会  計 
部　　門 

（3）定員適正化計画の数値目標及び進捗状況 

計　画　期　間 

始　期 終　期 
数 値 目 標 

平成１７年４月１日 平成２７年４月１日 

９００ ８８０ 
△  ２０ 
△ ２.２ 
△  ２０ 
△ ２.２ 

８６８ 
△  １２ 
△ １.４ 
△  ３２ 
△ ３.６ 

８３２ 
△  ３６ 
△ ４.１ 
△  ６８ 
△ ７.６ 

７９８ 
△   ３４ 
△  ４.１ 
△ １０２ 
△１１.３ 

８１０ 
１２ 
１.５ 

△   ９０ 
△１０.０ 

７９９ 
△   １１ 
△  １.４ 
△ １０１ 
△１１.２ 

７８５ 
△   １４ 
△  １.８ 
△ １１５ 
△１２.８ 

７６６ 
△   １９ 
△  ２.４ 
△ １３４ 
△１４.９ 

７５０ 
△   １６ 
△  ２.１ 
△ １５０ 
△１６.７ 

７３５ 
△   １５ 
△  ２.０ 
△ １６５ 
△１８.３ 

職員削減数　　１６５人 
職員削減率　　１８．３％ 

①定員適正化目標（数・率） 

H１７ H１８ H１９ H２０ H２１ H２２ H２３ H２４ H２５ H２６ H２７ 

４月１日現在職員数（人） 

対前年削減数　　（人） 

対前年削減率　　（%） 

累計削減数　　　（人） 

累計削減率　　　（%） 

③定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要（各年４月１日現在） 

②平成２２年４月１日現在における定員の数値目標　　　８１０人 

←実績　計画→ 
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（注） １ 処分件数は、平成20年4月から平成21年3月までの間に係るものである。 
　　 ２ 休職処分は、心身の故障に基づくものである。 

（3）主たる休暇の種類及び内容 
休暇の種類 内　　　　容 日　　数 給与支給 

病気休暇 
社会貢献活動休暇 
結婚休暇 
産前産後休暇 
育児時間 
配偶者の出産休暇 
男性職員の育児参加の 
ための休暇 
子の看護休暇 
忌引休暇 
夏季休暇 
介護休暇 
組合休暇 
育児休業 

負傷又は疾病による療養のための休暇 
災害時に被災者を支援するなどのボランティアを行う場合の休暇 
結婚に当たっての行事のための休暇 
出産前後の母体保護を目的とした休暇 
生後１年に達しない子の授乳等のための休暇 
妻の出産に伴う休暇 
妻が出産する場合に、その子又は小学校就学前までの子を 
養育するための休暇 
小学校就学前までの子を看護する場合の休暇 
親族の死亡に伴う休暇 
夏季における健康の維持等を目的とする休暇 
配偶者、父母、子、配偶者の父母等の介護を行うための休暇 
職員団体の役員が、職員団体の運営業務又は活動に従事する場合の休暇 
地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく子を養育するための休業 

公務外の負傷又は疾病の場合９０日以内 
５日以内 
５日以内 
産前８週(多胎妊娠の場合１４週)、産後８週 
１日２回　各３０分以内 
２日以内 

５日以内 
 
５日以内 
７日以内で別に定める基準以内 
５日以内 
６月以内 
３０日以内 
３歳の誕生日に達する日の前日まで 

有給 
有給 
有給 
有給 
有給 
有給 

有給 
 
有給 
有給 
有給 
無給 
無給 
無給 

8 職員の分限及び懲戒処分 
（1）分限処分 

種　類 

処分件数 

免　職 休　職 

２ 
降　給 降　任 計 

２ 

（2）年次休暇の取得日数 
１年間で２０日以内 

　職員の勤務成績が良くない場合、心身の故障のため職務の遂
行に支障がある場合又は長期休養を要する場合に、任命権者が、
公務能率を維持するために免職、休職、降給、降任する。 

9 職員の研修及び勤務成績の評定 
（1）職員研修 
研修の種類 

職場研修 
庁内研修 
派遣研修 
自主研修 

管理監督職員が、仕事を通じて職員の資質向上を図る研修 
庁内講師又は派遣講師により実施する技能等の習得研修 
兵庫県自治研修所等において開催される技能等の習得研修 
職員の自発的な参加に基づく活動及び報告会 

兵庫県市町村職員共済組合 
公立学校共済組合兵庫支部 
たつの市職員互助会 
兵庫県学校厚生会 

地方公務員災害補償基金 

短期給付、長期給付等（民間でいう社会保険、厚生年金） 
に関する事業 
職員の相互共済と福利増進のための事業、 
各種給付事業等 
公務上受けた労働災害（公務災害）についての地方公務 
員災害補償法に基づく補償 

内　　　　容 

10 職員の福祉及び利益の保護 
（1）職員の福利厚生 

区　分 

 

共済制度 
 
 

公務災害補償 

実　施　主　体 内　　　　　　　容 

（注） 処分件数は、平成20年4月から平成20年3月までの間に係るものである。 

（2）懲戒処分 

種　類 

処分件数 

免　職 停　職 減　給 戒　告 

４ 
計 

４ 

　職員が法律又は条例、規則に違反した場合、職務上の義務に
違反し又は職務を怠った場合、全体の奉仕者たるにふさわしくな
い非行のあった場合に、任命権者が職員を免職、停職、減給、戒
告する。 

（2）勤務成績の評定 
　人事管理上必要な職員に関する基礎資料を
得て、客観的かつ公正に職員の勤務実績を測定
し評定することで、公正な人事行政の運営と、職
員の執務能力の発揮及び増進を図ることを目的
として実施した。 

（1）利益の保護 
①勤務条件に関する措置の要求 
　　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して適当な措置が執られるよう要求することができる。 
②不利益処分に関する不服申立て 
　　職員は、懲戒その他その意に反すると認められる不利益な処分に対し、公平委員会に不服の申立てをすることができる。 
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